
　
①
国
民
健
康
保
険
税
②
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
③
介
護
保
険
料

は
、
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
で

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得
か

ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
で
納
付
し
た
方
に
は
、

平
成
28
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し

た
「
社
会
保
険
料
控
除
資
料
」
を
、

1
月
下
旬
に
納
付
義
務
者
あ
て
に

送
付
し
ま
す
。
な
お
、
事
前
に
納

付
額
の
確
認
が
必
要
な
方
は
、
各

担
当
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
の
社
会
保
険
料
控
除

資
料
に
は
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
）

分
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
特
別

徴
収
（
年
金
天
引
）
に
よ
る
納
付

額
に
つ
い
て
は
、
年
金
支
払
機
関

（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
か
ら
送

付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
等
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
た
方
に
は
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
納
付

額
の
確
認
が
必
要
な
方
は
、
各
担

当
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

※
①
②
③
の
社
会
保
険
料
控
除
資

料
は
そ
れ
ぞ
れ
発
送
日
が
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

3
　
①
保
険
医
療
課
国
民
健
康
保

険
係
9
２
１
７
３
、
②
保
険
医
療

課
医
療
係
9
２
１
７
５
、
③
福
祉

課
介
護
保
険
管
理
係
9
２
１
２
４

　
国
保
に
加
入
さ
れ
た
方
で
、
離

職
時
の
年
齢
が
65
歳
未
満
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
に
記
載
さ
れ
て

い
る
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
11
、
12
、

21
、
22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34

と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
保

税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
会
社
都
合
退
職
の
場
合
（
企
業

の
倒
産
、
リ
ス
ト
ラ
な
ど
）

②
自
己
都
合
退
職
で
特
定
の
理
由

に
該
当
す
る
場
合

軽
減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
の
属

す
る
月
か
ら
年
度
末
ま
で
と
そ
の

翌
年
度
の
最
大
2
年
度
間
（
そ
の

間
に
国
保
を
脱
退
し
た
場
合
に
は
、

軽
減
は
終
了
し
ま
す
。
）

軽
減
割
合
　
課
税
の
根
拠
と
な
る

前
年
中
の
給
与
所
得
に
1
0
0
分

の
30
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類

・
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

3
　
保
険
医
療
課
国
民
健
康
保
険

係
9
２
１
７
２

　
　
国
民
年
金
に
は
、
日
本
に
住

む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て

の
人
が
加
入
し
ま
す
。
職
業
に
よ

っ
て
次
の
3
種
類
（
被
保
険
者
）

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

第
1
号
被
保
険
者
↓
自
営
業
者
、

学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
（
第
2

号
・
第
3
号
以
外
の
人
は
収
入
に

か
か
わ
ら
ず
第
１
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。
）

第
2
号
被
保
険
者
↓
厚
生
年
金
に

加
入
し
て
い
る
会
社
員
や
公
務
員

な
ど

第
3
号
被
保
険
者
↓
第
2
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

※
就
職
や
退
職
、
結
婚
や
離
婚
な

ど
で
加
入
の
種
類
や
氏
名
・
住
所

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

届
出
が
必
要
で
す
。

　
　
関
係
あ
り
ま
す
！
国
民
年
金

は
老
後
の
年
金
だ
け
で
な
く
、
病

気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
も
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
年
金
保
険
料

の
納
付
要
件
や
、
障
害
状
態
の
審

査
が
あ
り
ま
す
。

　
交
通
事
故
や
病
気
な
ど
、
万
が

一
の
こ
と
は
い
つ
自
分
の
身
に
起

こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

と
き
に
、
生
活
の
支
え
に
な
る
の

が
障
害
基
礎
年
金
で
す
。
ま
た
、

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
残
さ
れ
た
家
族
を
支
え
る
遺

族
基
礎
年
金
も
あ
り
ま
す
。

　
　
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、
1
か
月
1
6
，
2
6
0
円

（
平
成
28
年
度
額
）
で
す
。
日
本

年
金
機
構
か
ら
納
付
書
が
送
ら
れ

て
き
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。
口
座
か
ら
の
引

き
落
と
し
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

納
付
も
で
き
ま
す
。
（
事
前
に
申

込
が
必
要
）
ま
た
、
そ
の
年
度
の

1
年
分
・
6
か
月
分
な
ど
一
定
期

間
の
保
険
料
を
、
前
も
っ
て
納
め

る
と
割
引
に
な
る
前
納
制
度
や
、

月
々
の
保
険
料
に
4
0
0
円
を
プ

ラ
ス
し
て
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、

老
齢
基
礎
年
金
を
少
し
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
（
付
加
保
険
料

制
度
）

注
意
　
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
の
申

し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
学
生
で
あ
れ
ば
、
在
学
中
の

保
険
料
を
後
払
い
で
き
る
学
生
納

付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
学
生

で
な
い
方
も
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
前
年
所
得
に

よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
が
、
納
め

ら
れ
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

各
種
保
険
料（
税
）の
社
会
保
険
料
控
除
資
料

（
普
通
徴
収
分
）を
送
付
し
ま
す

ご存知
ですか

国
民
年
金
に
は

ど
ん
な
人
が

加
入
す
る
の

ＱＱ

ＱＱＱＱ

ＱＱ

年
金
っ
て

若
い
と
き
に
も

関
係
あ
る
の

保
険
料
は
い
く
ら・ 

ど
う
や
っ
て

納
め
る
の

収
入
が
な
く
て

保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
い
場
合
は

A

AA

A

03
　
保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
19
２
１
７
３

国
民
年
金
制
度
の
あ
ら
ま
し

国
民
年
金
制
度
の
あ
ら
ま
し
ＱＱ
A&

非
自
発
的
失
業
に
対
す
る
国
保
税
の
軽
減
制
度

ご
存
知
で
す
か
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03　伊奈町大字小室５１６１
蕕７２２－９１１１
http :// inamachi . in fo/ 

　老人福祉センターの利用には老人福祉センター利用者カードが必要です。伊奈町・蓮田市に在住の60歳以上の方なら、
住所・年齢を証明できるものがあれば、すぐにカードが作れます。

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、身近な問題を相談で
きます。具体的な相談は、資料をご持参ください。

日　時　２月５日㈰９時～12時　　　　※相談はお一人１時間までです。
定　員　6名（先着順）
相談員　埼玉県行政書士会会員
申込み　総合センター窓口または電話で受付

頭の体操・健康マージャン教室
　第4期（1月～3月）の受講生の募集です。

日　時　1月20日・27日、2月3日・17日・24日、3月3日・17日・24日の各金曜日9時30分～12時
場　所　老人福祉センター機能回復訓練室
対　象　老人福祉センター来所者
定　員　20名
講　師　岩城平七郎氏

申込み　1月5日㈭～14日㈯までに総合センター窓口または電話で受付※1月17日㈫結果発表

　料理室での実践が主なセミナーです。栄養に関する知識
も取得できます。
日　時　10月22日㈯・29日㈯13時～16時
対　象　一般成人
定　員　16名（先着順）
講　師　星野弘子氏（食育インストラクター）
参加費　1回700円

申込み　10月15日㈯までに参加費を添えて総合センター窓口で受付

総合センター朝市
　ＪＡさいたま四季彩館のご協力により、地元の新鮮野菜
を取り揃えております。朝市ののぼりが目印です。

１月20日、２月３日の各金曜日
総合センター西側エントランス

日　程
場　所

フラワーアレンジメント教室

日　時　1月24日㈫10時～12時
場　所　県民活動総合センター研修棟201号室
対　象　一般成人　　　　　定　員　20名（先着順）
費　用　2,500円（材料費含む）
講　師　杉山三和子氏
申込み　１月18日㈬までに総合センター窓口または電話で受付
※材料手配の都合により、19日㈭以降のキャンセルは、材
料費2,200円をいただきます。この場合、あとから材料の
お花をお渡しします。

　お琴さくら会による琴の演奏と大正琴やすらぎ会による
大正琴の演奏をお楽しみください。おしるこもお楽しみい
ただけます。

新春琴音の調べ

日　時　１月13日㈮10時30分～12時
場　所　老人福祉センター集会室

　願成寺は永正 3 年（1506）に創立され、かつては小室宿裏の大山にあり、
永禄年中までは僧侶の住む阿弥陀堂であったといわれています。文禄 3 年
（1594）伊奈忠次が現在の地に移し、浄土宗鴻巣勝願寺円誉不残上人が開
山、同寺の末寺となって山号・寺号とも改めたといわれています。
　この寺には伊奈家第 3 代熊蔵忠勝の墓があります。忠勝は 2 代忠政の嫡子
で、幼少のときより徳川家光のそばに仕えていました。元和 4 年（1618）忠
政が若くして亡くなったため、その跡を継ぐものの、翌年わずか 9 歳で没
し、願成寺に葬られます。
　忠勝の死により忠次直系は断絶し、領地 1 万 3 千石は没収されますが、忠
次の偉大な功労により、忠勝の弟忠隆に陣屋周辺の小室郷一円1180石余が与
えられ、旗本として家名相続を許されました。以降、忠隆の子孫が幕末まで

小室郷の地を支配しましたが、殿様
の屋敷は江戸へと移り、菩提寺も浅
草新光明寺（現光明寺）へと変わり
ました。
　忠勝の墓は町指定史跡として保存
されており、墓域には忠隆の子忠之
をはじめ一族の墓塔も数基みられま
す。　　 3　生涯学習課9２５４３

日時　 2 月18日㈯14時～16時
場所　はぴすしらおか（白岡市
千駄野445）
定員　80名（当日先着順）
参加費　一般300円
※協会会員・学生無料
講師　和泉清司氏（高崎経済大
学名誉教授）
03　蓮田・白岡地方ユネスコ協
会飯島蕕０９０－３１５２－２
９０９

伊奈の歴史を知る

伊奈の歴史を知る

伊奈の歴史を知る伊奈の歴史を知る●●②
願成寺と伊奈熊蔵忠勝の墓願成寺と伊奈熊蔵忠勝の墓 伊奈町の魅力ある歴史を

シリーズでみなさんにご紹介します。

えん よ   ふ ざん

ぼ だい じ

第13回地域文化遺産スタディ
“ふるさとの近世”

関東郡代、伊奈氏一族の
活躍と業績

伊奈熊蔵忠勝の墓（願成寺）
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